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土木工事設計マニュアルの改定について

編 章 節 項⽬ 改訂内容 改訂となった理由 備考

1
共通

1
設計⼀
般

5 新技術につい
て

テーマ設定型（技術公募）の⽐較表を公表した技術
テーマの追加 NETISに追加されたため。 P1

1
共通

1
設計⼀
般

6 地質・地盤リ
スクへの対応

⼟⽊事業における地質・地盤リスクへの対応に関す
る記載の追加

地質・地盤リスクが事業の安全性・効率性に及ぼす影響を踏ま
え、事業の各段階において、地質・地盤リスクを適切に評価し
マネジメントしていくための対応について新たに記載を追加。

参考ー①

1
共通

1
設計⼀
般

7 ＢＩＭ/ＣＩ
Ｍについて 「BIM/CIM」の活⽤推進に関する記載の追加

計画・調査・設計から施⼯、維持管理までの⼀連の建設⽣産・
管理システムにおける品質確保と業務効率化・⾼度化を⽬的と
したBIM/CIMを推進するため新たに記載を追加。

参考ー②

2
河川

1
築堤・
護岸

2 築堤 『河川砂防技術基準 設計編』が改定されたことに
よる改定 『河川砂防技術基準 設計編』が改定されたため

参考ー③

４ 護岸 ⽀持地盤が岩の場合の基礎構造を明確化 ⽀持地盤が岩の場合の基礎構造について記載が無かったため、
構造を規定

2
河川

2
樋⾨・
樋管

3〜5 樋⾨・樋管
『河川砂防技術基準 設計編』が改定されたことに
よる改定 『河川砂防技術基準 設計編』が改定されたため

2
河川

3
⽔⾨ 1〜3 ⽔⾨

2
河川

2
樋⾨・
樋管

1 設計の基本事
項

「機械⼯事塗装要領（案）・同解説」の発刊年⽉の
変更 基準改訂のため P2

3
道路

1
道路設
計⼀般

1 道路設計⼀般道路事業フローチャートへルート説明補⾜追加 ＢＩＭ／ＣＩＭの推進（３次元データを⽤いたルート説明実
施）

参考ー④
P3

3
道路

1
道路設
計⼀般

1 道路設計⼀般道路事業フローチャートへ地質リスク調査検討を追
加

適切な設計・施⼯に向け、事業リスクを最⼩限に抑える必要性
から。

参考ー⑤
P3

3
道路

1
道路設
計⼀般

1 道路設計⼀般道路事業における地質マネジメントと地質リスク調
査検討業務の実施⽅針を追加

適切な設計・施⼯に向け、事業リスクを最⼩限に抑える必要性
から。 参考ー⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩

⑨



編 章 節 項⽬ 改訂内容 改訂となった理由 備考

3
道路

1
道路設
計⼀般

2 幾何構造 適⽤図書及び解説内容の修正 「道路構造令の解説と運⽤」が令和３年３⽉に発⾏。 参考ー⑥

3
道路

3
舗装 1 適⽤ ⽰⽅書・指針等の発⾏年⽉を変更 最新版へ更新 P4

3
道路

5
橋梁 1 橋梁⼀般 プレキャスト⼯法の⽐較案の追加を記載 R3.3.25付事務連絡「橋梁予備設計等におけるコンクリート構造物

の⽐較案選定について（試⾏）」 P5〜6

3
道路

5
橋梁 2 設計⼀般 部材等の設計耐久期間を追加 部材の耐久性確保の標準的な考え⽅を規定するため。 P7

3
道路

5
橋梁 2 設計⼀般 設計打合せの対象を変更 R3.11.12付事務連絡「設計打合せ等について」 P8

3
道路

5
橋梁 8 参考資料 ⽰⽅書・指針等の発⾏年⽉を変更 最新版へ更新 P9〜10

3
道路

6
トンネ
ル

2 計画 発⾏年⽉を変更 誤記訂正 P11

3
道路

9
道路維
持・修
繕

1 舗装の維持修
繕 表層の供⽤年数 過去の修繕までの供⽤年数をもとに改定 P12

3
道路

9
道路維
持・修
繕

1 舗装の維持修
繕 コンクリート舗装との⽐較検討を追加 路盤打換等を⾏う場合にアスファルト舗装とコンクリート舗装の

⽐較検討を⾏うため改定 P13

3
道路

10
道路附
属設備
の計
画・設
計要領

1 本要領の取扱
いについて 「機械⼯事塗装要領(案)」の発刊年⽉の変更 基準改訂のため P14

3
道路

10
道路附
属設備
の計
画・設
計要領

2 各設備の設計
要領

「道路トンネル便覧」及び「道路トンネル⾮常⽤設備
機器仕様書(案)」の名称及び発刊年⽉の変更 基準改訂のため P15

土木工事設計マニュアルの改定について

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

㉑

⑲

⑳
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現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

1ｰ1ｰ23

積算上の注意事項
P1

公表した技
術テーマの
追加

改　正　理　由 NETISにおいてテーマ設定型（技術公募）の比較表を公表した技術テーマが追加されたため
改　　正

現　　行

表５－１ テーマ設定型（技術公募）の比較表を公表した技術テーマ 

No. 技術テーマ（技術公募） 

１ コンクリートのひび割れについて遠方より検出が可能な技術 

２ 上塗り塗装施工したままで可能な溶接部の亀裂・劣化調査技術 

３ 鉄筋コンクリート並びにプレストレストコンクリートのかぶり部における塩
化物イオン含有量の非破壊、微破壊調査が可能な技術 

４ 目視困難な水中部にある鋼構造物の腐食や損傷等を非破壊で検査可能な技術 

５ コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術 

６ 土木鋼構造用塗膜剥離剤技術 

７ 遠隔操縦における作業効率向上に資する技術（無線通信技術、映像処理技術） 

８ 表面に凹凸がある護岸背面の空洞化を調査する技術 

９ 河川管理施設周辺の空洞化を測定する技術 

１０ 新素材繊維接着工（コンクリート剥落対策技術） 

１１ 路面性状を簡易に把握可能な技術 

１２ ＰＣ橋に用いる被覆ＰＣ鋼線技術 

１３ 道路附属物の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術 

１４ 自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等） 

１５ 道路附属物の基礎を簡易に設置する工法 

１６ UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術 

１７ 建設機械の騒音低減に資する技術 

１８ 道路トンネル点検記録の作成支援ロボット技術 

１９ 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(塩害対策) 

２０ 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(中性化対策) 

２１ 河川堤防において、除草後の徒歩点検に変えて変状箇所（モグラ穴等）を計測
できる技術 

２２ ライティング技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 

２３ AR（拡張現実）技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 

２４ 先端技術等による自然エネルギー、ローカルエネルギーを活用した融雪技術 

２５ 簡易に鋼材、鉄筋等の腐食状況を把握できる技術 

２６ 耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術 

２７ 水中点検ロボットを使用したコンクリートダム堤体の水中点検技術 

２８ 道路に設置する透光性遮音板の技術 

２９ トンネル覆工の防水技術 

 

表５－１ テーマ設定型（技術公募）の比較表を公表した技術テーマ 

No. 技術テーマ（技術公募） 

１ コンクリートのひび割れについて遠方より検出が可能な技術 

２ 上塗り塗装施工したままで可能な溶接部の亀裂・劣化調査技術 

３ 鉄筋コンクリート並びにプレストレストコンクリートのかぶり部における塩
化物イオン含有量の非破壊、微破壊調査が可能な技術 

４ 目視困難な水中部にある鋼構造物の腐食や損傷等を非破壊で検査可能な技術 

５ コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術 

６ 土木鋼構造用塗膜剥離剤技術 

７ 遠隔操縦における作業効率向上に資する技術（無線通信技術、映像処理技術） 

８ 表面に凹凸がある護岸背面の空洞化を調査する技術 

９ 河川管理施設周辺の空洞化を測定する技術 

１０ 新素材繊維接着工（コンクリート剥落対策技術） 

１１ 路面性状を簡易に把握可能な技術 

１２ ＰＣ橋に用いる被覆ＰＣ鋼線技術 

１３ 道路附属物の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術 

１４ 自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等） 

１５ 道路附属物の基礎を簡易に設置する工法 

１６ UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術① 

１７ 建設機械の騒音低減に資する技術 

１８ 道路トンネル点検記録の作成支援ロボット技術 

１９ 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(塩害対策) 

２０ 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(中性化対策) 

２１ 河川堤防において、除草後の徒歩点検に変えて変状箇所（モグラ穴等）を計測
できる技術 

２２ ライティング技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 

２３ AR（拡張現実）技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 

２４ 先端技術等による自然エネルギー、ローカルエネルギーを活用した融雪技術 

２５ 簡易に鋼材、鉄筋等の腐食状況を把握できる技術 

２６ 耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術 

２７ 建設機械の安全装置に関する技術 

２８ 
 

建設発生土（河川浚渫・掘削土等）を活用した盛土材料（通常堤防・高規格堤
防）としての改良技術、無害化技術（不溶化） 

２９ 軟弱地盤上の堤防整備における周辺地盤に影響を与えない圧密・排水促進の技
術（地盤改良を含む） 

３０ 水中点検ロボットを使用したコンクリートダム堤体の水中点検技術 

３１ 道路橋の塩害モニタリング技術 

３２ コンクリート舗装工事の効率化に貢献する技術 

３３ 道路における雑草抑制技術 

３４ 道路に設置する透光性遮音板の技術 

３５ トンネル覆工の防水技術 

３６ 道路橋点検記録作成支援ロボット技術 

３７ 道路トンネル非常用施設「自動通報施設」 

３８ 道路橋の耐震性向上に資する制震ダンパー技術 

３９ UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術② 
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積算上の注意事項
P2

2ｰ2ｰ1

改　正　理　由 基準改訂に伴う変更
改　　正

現　　行

記載の修正

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

現行通り

現行通り
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現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

3ｰ1ｰ1

改　正　理　由 ＢＩＭ／ＣＩＭの推進（３次元データを用いたルート説明実施）
改　　正

現　　行

積算上の注意事項
P3

記載の追加

社会資本整備重点
計画法第四条
社会資本整備重点
計画法第四条

始

調査費予算措置

始

終

※1

※2

※3

※1 基本ルート案を設定する。

※2 可能なルート案の設定
（路線の経済効果、環境への影響、長
大構造物の有無、完成後の管理の難
易等大局的見知から、比較ルートを検
討する。）

※3 法的手続きによるものではなく、本省と
地方整備局との間における確認行為。

※5 比較ルート各案についてペーバーロ
ケーションをし、事業費、用地費及び用
地取得の難易、環境保全、経済効果、
他事業との関連、社会的影響、将来の
管理費及び管理の難易等により最適
ルート案を決定する。

※6 環境影響評価法に基づき、必要な道路
について「道路環境影響評価の技術手
法」により、現状調査、予測、評価を実
施する。

※7 埋蔵文化財調査の扱いについて“直轄
道路事業の建設工事施工に伴う埋蔵
文化財の取扱いについて”（昭和46年
11月1日）が国道第一課長より地建へ
通知されている。この中で発掘調査費
用の総額が、3,000万円以上となる場
合、国道課の承諾がいるので関係書
類添付のうえ路政課へ提出されたい。

「国土交通省所管公共事業にお
ける政策目標型事業評価の導入
についての基本方針（案）の策定
について」H22.8.9
※経過措置
平成24,25年度予算に係る新規事
業採択時評価を実施する直轄事
業等のうち、計画段階評価の対
象とする事業については、計画段
階評価を新規事業採択時評価と
併せて実施することができるもの
とする。
平成26年度以降の予算に係る
新規事業採択時評価を実施する
道路局所管の新設・改築事業に
おいて、都市計画や環境影響評
価の手続きに入る前の段階を過
ぎている事業については、新規事
業採択時評価の前年度までに計
画段階評価を実施することを原
則とする。

（道路法第29条（構造）及び
道路構造令）

交 通 情 勢 調 査
常 時 観 測 調 査

幹線道路網調査

長 期 計 画

調査方針の検討

調査費予算措置

重 点 計 画
（ 5 ヵ 年 計 画 ）

路 線 の 検 討
S = 1 / 5 0 , 0 0 0

図 面 の 作 成
S=1/5,000(航測)

路 線 の 検 討

現 地 踏 査
地 表 地 質 調 査

調 査 成 果 報 告

概 略 設 計
S = 1 / 2 , 5 0 0

概 算 要 求

実 施 要 求

決 定 通 知

事 務 所 配 分

環 境 影 響 調 査

現地踏査
路 線 の 性 格 決 定
構 造 規 格 の 決 定

現況の調査

「河川工事又は道路工事により
必要となる橋梁及び取付道路の
工事費用の負担について」
S.43.8.1（都市・河川・道路局長
通達）

「道路と鉄道との交差に関する
建設省，日本国有鉄道協定」
S.31.12.18

解決すべき課題の把握・原因分析
↓

政策目標の明確化
↓

代替案（複数）の比較、評価
↓

対応方針の決定

（資料）
・平面図（1/50,000～1/1,000）

・縦横断図
・都市計画図
・用途地域図
・他事業関連資料
・その他必要資料

※6

ルー ト案の確認

※3

関連他事業調査 ※6関連他事業調査 ※6

※5

事 務 所

局 長

国道・防災課

県教育委員会

報 告 書 作 成
上
申

承
認

道路計画課

窓 口
路政課

合
議

報告

委
託
契
約

事 務 所

局 長

国道・防災課

県教育委員会

報 告 書 作 成
上
申

承
認

道路計画課

窓 口
路政課

合
議

報告

委
託
契
約

ヒ ヤ リ ン グ

事 務 所

本 省

局

ヒ ヤ リ ン グ

事 務 所

本 省

局

【道路事業フローチャート】

交 通 量
走 行 速 度
混 雑 度
現 道 線 形
沿 道 状 況
そ の 他

交 通 量
走 行 速 度
混 雑 度
現 道 線 形
沿 道 状 況
そ の 他

国土基本図
（国土地理院作成）
森林基本図
市町村都市計画図
その他（他機関）

文化財調査（特に埋蔵）
都市計画道路調査
土地利用計画調査
地域計画調査

概略事業費の算出
（比較線も考慮）
県，市町村との意見調整
河川，国鉄等との予備協議

概略事業費の算出
（比較線も考慮）
県，市町村との意見調整
河川，国鉄等との予備協議

計 画 段 階 評 価
※4

※4

計画段階評価
の対象とする事業

計画段階評価
の実施時期

新設・改築事業

都市計画や環境影響評価
の手続きに入る前の段階

上記手続き対象外の場合
は、新規事業採択時評価
の前年度まで

※地質・地盤リスクマネジメントの実施
構想・計画の初期段階から、地質・地盤条件
に関する情報を適切に捉えていくとともに、
調査・設計・施工の各段階で地質・地盤の不確実
性等に対して、残存リスクを次の段階に確実に引
き継ぎ、維持管理に向けて適切にリスクマネジメ
ントを実施する必要がある。
なお、地質・地盤リスクマネジメントの実施の
あたっては、「土木事業における地質・地盤リス
クマネジメントのガイドライン（令和２年３
月）：国土交通省大臣官房技術調査課・（国研）
土木研究所・土木事業における地質・地盤リスク
マネジメント検討委員会」を参照。



. .

.

積算上の注意事項
P4

改　正　理　由 示方書・指針等の発行年月を最新版へ更新
改　　正

現　　行

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の修正

3ｰ3ｰ1

現行通り



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の追加

3ｰ5ｰ7

積算上の注意事項
P5

改　正　理　由 プレキャスト工法の比較案の追加を記載
改　　正

現　　行

現行通り

現行通り



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の追加

3ｰ5ｰ9

積算上の注意事項
P6

改　正　理　由 プレキャスト工法の比較案の追加を記載
改　　正

現　　行



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の追加

3ｰ5ｰ43

積算上の注意事項
P7

改　正　理　由 部材等の設計耐久期間を追加
改　　正

現　　行

現行通り

現行通り



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の追加・
修正

3ｰ5ｰ93

積算上の注意事項
P8

改　正　理　由 設計打合せの対象を変更
改　　正

現　　行



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の修正

3ｰ5ｰ291

積算上の注意事項
P9

改　正　理　由 示方書・指針等の発行年月を最新版へ更新
改　　正

現　　行



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の修正

3ｰ5ｰ292

積算上の注意事項
P10

改　正　理　由 示方書・指針等の発行年月を最新版へ更新
改　　正

現　　行



. .

.

積算上の注意事項
P11

改　正　理　由 発行年月を変更
改　　正

現　　行

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の修正

3ｰ6ｰ7

現行通り

現行通り



. .

.

3ｰ9ｰ1

改　正　理　由
・適用基準にコンクリート舗装活用マニュアル（案）国土交通省　中国地方整備局平成25年3月を追記。
・表層供用年数を過去の実績をもとに、20年から12年に修正

改　　正

現　　行

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

記載の追加

記載の修正

積算上の注意事項
P12

現行通り



. .

.

記載の追加

3ｰ9ｰ3

積算上の注意事項
P13

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

改　正　理　由 ・路盤打換等を行う場合にアスファルト舗装とコンクリート舗装の比較検討を行うため追記。
改　　正

現　　行

現行通り



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

3ｰ10ｰ1

積算上の注意事項
P14

記載の修正

改　正　理　由 基準改訂に伴う変更
改　　正

現　　行

(6) 機械工事塗装要領（案）・同解説

令和3年2月 国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課

現行通り

現行通り



. .

.

現　　　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　　　　　正 備　　　　考

3ｰ10ｰ5

積算上の注意事項
P15

記載の修正

改　正　理　由 基準改訂に伴う変更
改　　正

現　　行

（１）総則

１）適用

道路トンネル非常用施設の計画並びに設計に当っては，国土交通省道路

局企画課監修〔（第７次改訂）道路技術基準通達集〕を基本として，第10

章第１節１－４に記す諸基準等，及び下記を参考とする。

①道路トンネル維持管理便覧 R2年9月 社団法人 日本道路協会

②道路の交通容量 S59年9月 社団法人 日本道路協会

③道路トンネル非常用施設設置基準・同解説

R1年9月 社団法人 日本道路協会

④道路トンネル非常用設備機器仕様書（案） R3年3月 国土交通省

現行通り



参考ー① 土木工事設計マニュアルの改定について

第１編第１章第６節 地質・地盤リスクへの対応

改定理由
地質・地盤リスクが事業の安全性・効率性に及ぼす影響を踏まえ、事業の各段階において、地

質・地盤リスクを適切に評価しマネジメントしていくための対応について新たに追加する。

改定内容
土木事業における地質・地盤リスクへの対応に関する記載の追加

◆現行
記載なし

◆改定
第６節 地質・地盤リスクへの対応

土木施設の殆どは、土・地盤をそのまま、あるいは改変して基礎や材料として活用すること
によって施設の機能を確保しており、地質・地盤は極めて重要な存在である。

しかし、地質・地盤の大半は自然に形成されたものであり、一般にその分布や性質は不均
質かつ複雑である。そのため、その性質や分布のすべてを事前に正確に把握することは難し
くコストも要する。知り得る情報が限定的であるがゆえに不確実性が存在し、事業の安全性・
効率性に影響を及ぼす場合がある。

事業にあたっては初期の段階から、地質・地盤条件に関する情報を適切に捉えていくととも
に、各段階での不確実性等に対して、事業の各段階での残存リスクを次の段階に確実に引
き継ぐなど、適切にリスクマネジメントしていくことがよい。

また、地質・地盤リスクマネジメントの実施の可否にあたっては事業の目的や状況、想定さ
れる地質・地盤リスクの大きさや影響等を考慮して判断する必要がある。

なお、地質・地盤リスクマネジメントの実施のあたっては、「土木事業における地質・地盤リ
スクマネジメントのガイドライン（令和２年３月）：国土交通省大臣官房技術調査課、（国研）土
木研究所、土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会」を参照するのがよい。



参考ー② 土木工事設計マニュアルの改定について

第１編第１章第７節 BIM/CIMについて

改定理由
計画・調査・設計から施工、維持管理までの一連の建設生産・管理システムにおける品質確保

と業務効率化・高度化を目的としたBIM/CIMを推進するため新たに記載を追加する。

改定内容
「BIM/CIM」にかかる記載の追加

◆現行
記載なし

◆改定
第7節 BIM/CIMについて

建設現場に求められる生産性向上に関しては、測量・調査から設計、施工、監督・検査、維持管理・
更新までの建設生産・管理システムの各段階における ICT 等の活用や規格の標準化、履行期限の
平準化等による継続的な「カイゼン」を推進する i-Construction の推進に取り組む必要がある。

このことから、計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階
においても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有
することにより、一連の建設生産・管理システムにおける品質確保と共に受発注者双方の業務効率
化・高度化を図るBIM/CIM(Building/ Construction Information Modeling, Management)に取り組
むこととしている。
実施にあたっては、大規模構造物※1の詳細設計業務において、原則としてBIM/CIM適用の対象と

して発注するとともに、大規模構造物の初期段階や大規模構造物以外の構造物及び各事業の測量・
調査から設計においても積極的に活用する。
なお、BIM/CIMの活用にあたっては、BIM/CIMの基準・要領等※2に基づき行うものとする。

※1 ダム、橋梁、トンネル、港湾施設（桟橋）
※2 BIM/CIMの基準・要領等

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new_r3.html



参考ー③ 土木工事設計マニュアルの改定について

第２編第１章～第３章

改定経緯
従来の『河川砂防技術基準(案) 設計編』は、平成９年に策定されて以来改定されておら

ず、最新の技術的知見が十分に反映されていなかった。
また、近年改定されている他の多くの基準類は性能規定化されているため、『河川砂防

技術基準(案) 設計編』においても、最新の技術的知見の反映、設計・施工に係る技術基
準の体系化・階層化及び関連する基準類との整合、機能・要求性能の明確化等の観点か
ら、順次改定されている。

改定内容
省令で定める『河川砂防技術基準(案) 設計編』において、蓄積された技術的知見を踏ま

えて改定されたことから、土木工事設計マニュアル（河川編）を改定する。

河川砂防技術基準 改定時期

第2節 堤防 2019年7月

第8節 樋門 2021年4月

第9節 水門 2021年4月

土木工事設計マニュアル改定箇所

第２編第１章第２節 築堤

第２編第２章第３～５節 樋門・樋管

第２編第３章第１～３節 水門

改定内容
を反映



◆改定

参考ー③ 土木工事設計マニュアルの改定について

第２編第１章第２節 築堤

＜改訂前＞ ＜改訂後＞



◆改定

参考ー③ 土木工事設計マニュアルの改定について

第２編第２章第３～５節 樋門・樋管

＜改訂前＞ ＜改訂後＞



◆改定

参考ー③ 土木工事設計マニュアルの改定について

第２編第３章第１～３節 水門

＜改訂前＞ ＜改訂後＞



参考ー③ 土木工事設計マニュアルの改定について

第２編第１章第４節 護岸

改訂理由
支持地盤が岩の場合の基礎構造について記載が無かったため、構造を規定する。

改訂内容
支持地盤が岩の場合の基礎構造を明確化

◆改定
＜改訂前＞ ＜改訂後＞

追加



参考ー④ 土木工事設計マニュアルの改定について

第３編第１章第１節 道路設計一般

修正内容
・道路事業フローチャート 「ルート案の確認」について、説明手法の追加（３次元データ活用）。

ＤＸの推進として、３次元データを用いたルート説明を実施。（本省：インフラＤＸルームを活用）
（内容）

新規道路事業計画について、平面計画、縦断計画、横断計画、コントロールポイント状況等について、土
砂災害、津波浸水、軟弱地盤、長大法面等、管理・防災上の視点等を踏まえ説明。

本省：インフラDXルーム

※３次元データを基に、説明に合わせ視点を工夫。
※鳥瞰図、自動車走行動画など

Google Earth Pro 動画の例



参考ー⑤ 土木工事設計マニュアルの改定について

第３編第１章第１節 道路設計一般

修正内容
・ 道路事業フローチャート 「※地質・地盤リスクマネジメントの実施」を追加。

【参考】 「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」（令和２年３月）
〔国土交通省大臣官房技術調査課 国立研究開発法人土木研究所 土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会〕

（例）道路事業における地質マネジメントと地質リスク調査検討業務の実施方針

※地質リスクの抽出、評価・分析、リスク対応を地質調査から得られる新たな情報に基づき、
繰り返し継続的に実施。



参考ー⑥ 土木工事設計マニュアルの改定について

第３編第１章第２節 幾何構造

改定内容
・「道路構造令の解説と運用（日本道路協会）」（令和３年３月）の改訂に伴う修正

◆令和２年の道路法改正に伴い道路附属物に位置付けられた特定車両停留施設や、防護柵
ワーキングで検討しているボラード（駒止）の解説など、近年の道路政策を取り巻く動きについ
て新たに反映された「道路構造令の解説と運用」が令和３年３月に発行。

◆適用図書及び解説内容の修正。




